


申請書等の作成に関するヘルプデスク お問合せ先

✓「2050 年までの脱炭素化」を宣言
自社の事業活動に起因して排出される温室効果ガスについて、2050年までに脱炭素化することを宣言

✓脱炭素に関する計画を策定（県事業活動温暖化対策計画書制度への参画）
県条例に基づく事業活動温暖化対策計画書制度において、自社の事業活動に起因する温室効果ガス
の排出に係る削減目標や毎年度の排出量の実績を報告

など

  さあ、あなたの会社も 　

「かながわ脱炭素チャレンジャー」に！

連携する制度等は、今後順次拡大予定！

【関連情報】事業活動温暖化対策計画書制度
提出に必要な書類などの情報が掲載されています！ 　

エヌエス環境（株）
TEL：045-274-5274
E-mail：kanagawa-ondanka@ns-kankyo.co.jp
平日午前９時から午後５時まで

資金支援
・県中小企業省エネルギー設備導入費補助金の補助上限額を上乗せ（500	万円⇒	600	万円）

・県自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金の補助額を上乗せ（8 万円／	kW	⇒10万円／	kW）

・県脱炭素促進資産評価活用融資（エコアセットかながわ）において資産評価費用の一部を補助			
（補助率　中小企業者：1/2、小規模企業者：2/3、いずれも上限額	40	万円）

 　入札加点 
・県発注の工事系、物品・一般業務委託系の競争入札参加資格認定時に加点（令和７・８年度分）

 　取組ＰＲ	
・公式認証マークを名刺、ＨＰ等で活用可能

・「かながわ脱炭素チャレンジャー」の取組を県がＨＰ等でＰＲ
公式認証マーク

 神奈川県　事業活動　計画書

メリットの詳細

認証の主な要件




